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猟 銃 用 火 薬 類 等 関 係 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。          

猟 銃 用 火 薬 類 等 関 係 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 訓 令  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、 千 葉 県 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 36年 千 葉 県 公

安 委 員 会 規 程 第 ４ 号 ）第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、火 薬 類 取 締 法（ 昭 和 25年 法 律 第 149号 。以 下「 法 」と

い う 。）、火 薬 類 取 締 法 施 行 令（ 昭 和 25年 政 令 第 323号 。以 下「 令 」と い う 。）お よ び 猟 銃 用 火 薬 類

等 の 譲 渡 、 譲 受 け 、 輸 入 及 び 消 費 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 41年 総 理 府 令 第 46号 。 以 下 「 府 令 」 と い

う 。 ） に 定 め ら れ た 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 （ 以 下 「 猟 銃 用 火 薬 類 等 関 係 事 務 」 と い う 。 ）

の 処 理 方 法 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 務 の 処 理 ）  

第 ２ 条  猟 銃 用 火 薬 類 等 関 係 事 務 の 処 理 は 、 法 、 令 お よ び 府 令 に 定 め る も の の ほ か 、 別 表 の 定 め る と

こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

別 表  

  事 務 の 種 類  処 理 要 領   

 １  (１ ) 申 請 書（ 府 令 別 記 様 式 第 １ 号 ）の 記 載 事 項 を 確 認 し 、受 理 す る 。 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

渡 許 可 申 請 書 の 取

扱 い  

(２ ) 譲 渡 の 相 手 方 に つ い て 、 次 の 事 項 を 確 認 す る 。   

   （ 府 令 第 ２ 条 ）  ア  譲 受 許 可 ま た は 猟 銃 用 火 薬 類 等 無 許 可 譲 受 票 の 有 無 お よ び 当 該

申 請 数 量 に つ い て 譲 受 け 残 量 の 有 無  

     イ  猟 銃 の 所 持 許 可 お よ び 当 該 銃 砲 と の 適 合 の 有 無  

     (３ ) 譲 渡 の 相 手 方 が 、 他 署 管 内 ま た は 県 外 の 居 住 者 で あ る と き は 、

そ の 者 の 住 所 地 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に 対 し て 電 話 に よ り 照 会 し て 確

認 す る 。 た だ し 、 県 外 居 住 者 の 場 合 は 、 本 部 主 務 課 を 経 由 し て 行 な

う 。  

 

     (４ ) 申 請 書 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 猟 銃 用 火 薬 類 等

許 可 台 帳 （ 以 下 「 許 可 台 帳 」 と い う 。 ） と し て 保 存 す る 。  

 

 ２  (１ ) 申 請 書 （ 府 令 別 記 様 式 第 ２ 号 ） の 記 載 事 項 及 び 提 示 さ れ た 銃 砲

の 所 持 許 可 証 等 （ 注 １ ～ ４ ） を 確 認 し て 受 理 す る 。  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

受 許 可 申 請 書 の 取

扱 い   

   （ 府 令 第 ３ 条 ）  

(２ ) 申 請 書 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 と し て

保 存 す る 。  

 

     (３ ) 添 付 書 類 （ 注 ２ 及 び 注 ４ 後 段 ） は 、 許 可 台 帳 に 付 け る 。   

     注 １  銃 砲 の 所 持 許 可 証 、 銃 砲 刀 剣 類 登 録 証 又 は 練 習 資 格 認 定 証  

     な お 、 譲 受 目 的 が 狩 猟 で あ る と き は そ の 他 に 第 二 種 狩 猟 者 登

録 証 、 有 害 鳥 獣 駆 除 で あ る と き は 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 （ 許 可 を 受 け

た 者 が 法 人 の 場 合 に あ つ て は 従 事 者 証 ）を 提 示 さ せ て 確 認 す る 。

     譲 受 目 的  提 示 書 類    

      狩 猟  銃 砲 の 所 持 許 可 証    

        第 二 種 狩 猟 者 登 録 証    



      標 的 射 撃  銃 砲 の 所 持 許 可 証    

      射 撃 教 習  教 習 資 格 認 定 証    

      射 撃 練 習  銃 砲 の 所 持 許 可 証 又 は 練 習 資 格 認 定 証    

      銃 砲 刀 剣 類 登 録 証    

      

古 式 銃 砲 の 射

撃  消 費 計 画 書    

      駆 除  銃 砲 の 所 持 許 可 証    

      

有 害 鳥

獣    鳥 獣 捕 獲 許 可 証    

          （ 法 人 の 場 合 は 従 事 者 証 ）    

        駆 逐  銃 砲 の 所 持 許 可 証    

     注 ２  譲 受 け よ う と す る 猟 銃 用 火 薬 類 等 の 種 類 が 実 包 又 は 無 煙 火 薬

で あ つ て 、 譲 受 け の 目 的 が 銃 砲 を 使 用 し な い 理 化 学 上 の 実 験 そ

の 他 特 別 の 用 に 供 す る た め で あ る と き は 、 注 １ の 銃 砲 の 所 持 許

可 証 等 の 提 示 に 代 え て 、 そ の 使 用 計 画 の 詳 細 を 明 ら か に し た 書

類 を 添 付 さ せ る 。  

     注 ３  銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 （ 昭 和 33年 法 律 第 ６ 号 。 以 下 「 銃 刀

法 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 技 能 検 定 を 受 検

す る た め 技 能 検 定 通 知 書 の 交 付 を 受 け た 者 又 は 第 ９ 条 の ５ 第 １

項 の 規 定 に よ る 射 撃 教 習 を 受 講 す る た め 教 習 資 格 認 定 証 の 交 付

を 受 け た 者 か ら の 申 請 は 、 次 に よ り 行 わ せ る 。  

     ア  火 薬 類 の 種 類 は 実 包 の み と し 、そ の 数 量 は 散 弾 実 包 300個 以

下 、 ラ イ フ ル 実 包 150個 以 下 の 必 要 数 量 と す る 。  

    イ  譲 受 目 的 は 、 「 技 能 検 定 」 又 は 「 射 撃 教 習 」 と す る 。  

    ウ  譲 受 期 間 の 最 終 日 は 、 技 能 検 定 を 受 け る 者 に つ い て は 技 能

検 定 の 日 、 射 撃 教 習 を 受 け る 者 に つ い て は 教 習 資 格 認 定 証 の

有 効 期 間 の 最 終 日 と 同 一 と す る 。  

    注 ４  銃 刀 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 許 可 を 受 け て い る 者 又 は 同 法 第

９ 条 の 10第 ２ 項 の 認 定 を 受 け て い る 者 に 対 す る 許 可 数 量 は 、 許

可 １ 件 に つ い て お お む ね 次 の 数 量 以 下 と す る 。  

     実 包 又 は 空 包  合 計 5,000個  

    銃 用 雷 管  2,000個  

    無 煙 火 薬 又 は 黒 色 猟 用 火 薬  合 計 ５ キ ロ グ ラ ム  

    こ の 数 量 を 超 え て 譲 受 け よ う と す る 場 合 は 、 申 請 人 が 射 撃 選

手 （ 又 は 選 手 候 補 ） で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 と 消 費 計 画 を 記

載 し た 書 類 を 提 出 さ せ る 。  

３  (１ ) 申 請 の 内 容 を 調 査 し 、 許 可 し て 支 障 な い と 認 め た と き は 、 許 可

証 （ 府 令 別 記 様 式 第 ３ 号 ） を 交 付 す る 。  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

渡 許 可 証 の 取 扱 い  

 

   （ 府 令 第 ５ 条 ）  

(２ ) 許 可 証 に は 、 許 可 番 号 と し て 「 公 」 及 び 千 葉 県 警 察 の 文 書 に 関

す る 訓 令 （ 平 成 20年 本 部 訓 令 第 22号 ） 第 30条 第 ３ 項 に 定 め る 所 属

記 号 （ 以 下 「 所 属 記 号 」 と い う 。 ） を 冠 し た そ の 署 の 一 連 番 号 を

付 け 、 許 可 台 帳 と 契 印 す る 。  

 

     (３ ) 許 可 に 条 件 を 付 け る 場 合 は 、 許 可 証 及 び 許 可 台 帳 の 余 白 に そ の

旨 朱 書 す る 。  

 

     (４ ) 返 納 さ れ た 許 可 証 は 、 「 失 効 」 と 朱 書 し 、 許 可 台 帳 に 添 付 し て

保 存 す る 。  

 

 (１ ) 申 請 の 内 容 を 調 査 し 、 許 可 し て 支 障 な い と 認 め た と き は 、 次 に

よ り 許 可 証 （ 府 令 別 記 様 式 第 ４ 号 ） を 交 付 す る 。 （ 注 １ ）  

 

 

３ の

２  

猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

受 許 可 証 の 取 扱 い  

   （ 府 令 第 ５ 条 ）  

ア  猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 に 併 綴 さ れ て い る 許 可 証 （ 以 下 「 併 綴

許 可 証 」 と い う 。 ） は 、 当 該 許 可 証 に 所 定 事 項 を 記 載 し 、 千 葉 県

公 安 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 37年 千 葉 県 公 安 委 員 会 規 程 第 ７ 号 ） に

 



基 づ く 千 葉 県 公 安 委 員 会 印 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 印 」 と い う 。 ） 第

４ 号 を 押 し て 交 付 す る 。 （ 注 ２ ）  

     イ  併 綴 許 可 証 が な い 場 合 又 は 併 綴 許 可 証 を 使 い 切 つ て し ま つ た 場

合 は 、併 綴 さ れ て い な い 許 可 証（ 以 下「 非 併 綴 許 可 証 」と い う 。）

を 作 成 し 、 猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 に ち よ う 付 し て 交 付 す る 。  

     (２ ) 許 可 証 に は 、 許 可 番 号 と し て 「 公 」 及 び 所 属 記 号 を 冠 し た そ の

署 の 一 連 番 号 を 付 け 、 許 可 台 帳 と 契 印 す る 。  

 

     (３ ) 許 可 に 条 件 を 付 す る 場 合 は 、 許 可 証 及 び 許 可 台 帳 の 余 白 に そ の

旨 朱 書 す る 。  

 

     (４ ) 許 可 の 有 効 期 間 を 経 過 し た と き 、 又 は 有 効 期 間 内 に 譲 受 け の 目

的 を 達 成 し た と き 、 若 し く は 譲 受 け の 目 的 を 失 つ た と き は 、 併 綴

許 可 証 に あ つ て は 当 該 許 可 証 を 提 示 さ せ て 「 失 効 」 と 朱 書 す る 。

非 併 綴 許 可 証 に あ つ て は （ 猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 に ち よ う 付 さ

れ て い る も の は 剥 離 し て ） 返 納 さ せ 「 失 効 」 と 朱 書 し 、 許 可 台 帳

に 添 付 し て 保 存 す る 。  

 

     (５ ) 更 新 に よ り 新 た な 猟 銃・空 気 銃 所 持 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 が 、

現 に 受 け て い る 譲 受 許 可 が 有 効 な も の で あ る と き は 、 当 該 譲 受 許

可 に 係 る 事 項 （ 実 包 等 の 譲 受 状 況 及 び 消 費 状 況 に 関 す る 記 載 を 含

む 。 ） を 新 た な 猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 の 併 綴 許 可 証 に 転 記 し 、

公 安 委 員 会 印 第 ４ 号 を 押 し て 交 付 す る 。  

 

     注 １  許 可 証 交 付 の 際 に 、 射 撃 場 に お け る 消 費 数 量 の 確 認 と 許 可 証

へ の 記 載 並 び に 失 効 許 可 証 の 取 扱 い に つ い て 指 導 し て お く 。  

     注 ２  猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 に 併 綴 さ れ て い る 許 可 証 の 譲 受 目 的

欄 に は 「 標 的 射 撃 」 と 記 載 （ 印 刷 ） さ れ て い る が 、 標 的 射 撃 以

外 の 用 途 に 使 用 し て も 差 支 え な い 。  

そ の 場 合 、 「 標 的 射 撃 」 の 文 字 を 抹 消 し 、 訂 正 印 と し て 公 安

委 員 会 印 第 ４ 号 を 押 す 。  

４  (１ ) 申 請 書（ 府 令 別 記 様 式 第 ５ 号 ）の 記 載 事 項 を 確 認 し て 受 理 す る 。

（ 注 ）  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

渡 （ 受 ） 許 可 証 書

換 申 請 書 の 取 扱 い  (２ ) 許 可 証 及 び 許 可 台 帳 の 該 当 欄 を 訂 正 し 、 許 可 証 の 訂 正 箇 所 に は

公 安 委 員 会 印 第 ４ 号 を 押 し て 、 交 付 す る 。  

 

   （ 府 令 第 ６ 条 ）   

     

(３ ) 申 請 書 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 に 添

付 し て 保 存 す る 。  

 

      注  許 可 証 の 記 載 事 項 中 、 火 薬 類 の 種 類 、 数 量 、 名 称 、 目 的 、 有

効 期 間 及 び 譲 渡 の 相 手 方 の 変 更 は で き な い の で 、 新 た に 許 可 申

請 を さ せ る 。 実 包 の 口 径 を 変 更 す る と き も 同 様 と す る 。  

 ５  (１ ) 再 交 付 申 請 の 理 由 を 調 査 し （ 注 ） 、 事 実 に 相 違 な い と 認 め る と

き は 許 可 台 帳 に 基 づ い て 新 た に 許 可 証 を 作 成 し 、 交 付 す る 。  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

渡 （ 受 ） 許 可 証 再

交 付 申 請 書 の 取 扱

い  

 

   （ 府 令 第 ７ 条 ）  

(２ ) 再 交 付 す る 許 可 証 の 許 可 番 号 と 交 付 年 月 日 は 当 初 の も の と し 、

許 可 証 右 上 部 の 余 白 に 「  年  月  日 再 交 付 」 と 朱 書 し た う え 許

可 台 帳 と 契 印 す る 。   

     (３ ) 申 請 書 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 に 添

付 し て 保 存 す る 。  

 

      注  申 請 の 理 由 が 、 許 可 証 の 亡 失 ま た は 盗 難 で あ る と き は 、 法 第

 46条 の 規 定 に よ る 事 故 届 の 有 無 に つ い て 調 査 す る 。  

 ６  猟 銃 用 火 薬 類 等 輸

入 許 可 申 請 書 の 取

(１ ) 申 請 書 （ 府 令 別 記 様 式 第 ７ 号 ） の 記 載 事 項 及 び 添 付 書 類 等 （ 注

１ 、 ２ ） を 確 認 し て 受 理 す る 。  

 



   扱 い   

   

(２ ) 申 請 の 内 容 を 調 査 し 、 許 可 し て 支 障 な い と 認 め た と き は 、 次 に

よ り 許 可 書 を 作 成 し て 交 付 す る 。   

   

（ 府 令 第 ９ 条 第 １

項 、 第 ２ 項 及 び 第

３ 項 ）  

ア  申 請 書 ３ 通 の う ち の １ 通 に 、 次 の 奥 書 き を し 、 公 安 委 員 会 印 第

４ 号 を 押 し て 許 可 書 と す る 。  

     イ  許 可 書 に は 、 許 可 番 号 と し て 「 公 」 及 び 所 属 記 号 を 冠 し た そ の

署 の 一 連 番 号 を 付 け 、 許 可 台 帳 と 契 印 す る 。  

     (３ ) 申 請 書 ３ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 と し

て 保 存 す る 。  

 

     (４ ) 添 付 書 類 は 、 許 可 台 帳 に 付 け る 。   

     注 １  ２ の 注 １ 、 ２ に 同 じ 。  

     注 ２  無 煙 火 薬 又 は 黒 色 猟 用 火 薬 に あ つ て は そ の 成 分 及 び 配 合 比

を 、 実 包 、 空 包 又 は 銃 用 雷 管 に あ つ て は そ の 構 造 及 び 組 成 を 記

載 し た 書 類  

     こ の 書 類 は 、 次 の 要 領 に よ り 記 載 さ せ る 。  

     火 薬 別  成 分  配 合 比  備 考   

      無 煙 火 薬  ニ ト ロ セ ル ロ ー ズ  約  ％      

      （ シ ン グ ル ベ

ー ス ）  

安 定 剤  約  ％      

      無 煙 火 薬  ニ ト ロ セ ル ロ ー ズ  約  ％      

      ニ ト ロ グ リ セ リ ン  約  ％      

      

（ ダ ブ ル ベ ー

ス ）  安 定 剤  約  ％      

      硝 石  約  ％      

      

黒 色 猟 用 火 薬

硫 黄  約  ％      

        木 炭  約  ％      

                  

      実 包 等 種 別 構 造  組 成  備 考   

      実 包  公 称 番 （ 口 ） 径 （ 実

包 名 ）  

発 射 薬 の 種 類 （ 無

煙 ・ 黒 色 ）  

    

      空 包  同 上  同 上      

      銃 用 雷 管  直 径 ・ 高 さ  ぼ う 粉 の 種 類      

          （ 雷 こ う ぼ う 粉 ・ 不

銹 ぼ う 粉 ）  

    

                  

 ７  (１ ) 変 更 届（ 府 令 別 記 様 式 第 ８ 号 ）の 記 載 事 項 を 確 認 し て 受 理 す る 。

（ 注 ）  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 輸

入 許 可 書 記 載 事 項

変 更 届 書 の 取 扱 い  (２ ) 許 可 書 及 び 許 可 台 帳 の 該 当 欄 を 訂 正 し 、 許 可 書 の 訂 正 箇 所 に は

公 安 委 員 会 印 第 ４ 号 を 押 し て 交 付 す る 。  

 

   （ 府 令 第 ９ 条 第 ４

項 ）  

(３ ) 変 更 届 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 に 添

付 し て 保 存 す る 。  

 

      注  許 可 書 の 記 載 事 項 中 、 火 薬 類 の 種 類 、 数 量 、 輸 入 の 目 的 及 び

陸 揚 予 定 地 の 変 更 は で き な い の で 、 新 た に 許 可 申 請 を さ せ る 。

 ８  (１ ) 輸 入 届 （ 府 令 別 記 様 式 第 ９ 号 ） の 記 載 事 項 が 、 当 該 許 可 内 容 と

相 違 な い か 確 認 し て 受 理 す る 。  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 輸

入 届 書 の 取 扱 い  

 

   （ 府 令 第 10条 ）  

(２ ) 輸 入 届 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 月 ご と に 取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に

本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 に 添 付 し て 保 存 す る 。   

 ９  猟 銃 用 火 薬 類 等 消

費 許 可 申 請 書 の 取

(１ ) 申 請 書 （ 府 令 別 記 様 式 第 10号 ） の 記 載 事 項 及 び 提 示 さ れ た 許 可

証 等 （ 注 ） を 確 認 し て 受 理 す る 。  

 



   扱 い   

   

(２ ) 申 請 の 内 容 を 調 査 し 、 許 可 し て 支 障 な い と 認 め た と き は 、 次 に

よ り 許 可 書 を 作 成 し て 交 付 す る 。   

   

（ 府 令 第 11条 第 １

項 ）  ア  申 請 書 ２ 通 の う ち の １ 通 に 、 次 の 奥 書 き を し 、 公 安 委 員 会 印 第

４ 号 を 押 し て 許 可 書 と す る 。  

     イ  許 可 に は 、 許 可 番 号 と し て 「 公 」 及 び 所 属 記 号 を 冠 し た そ の 署

の 一 連 番 号 を 付 け 、 許 可 台 帳 と 契 印 す る 。  

     (３ ) 申 請 書 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し 、 許 可 台 帳

と し て 保 存 す る 。  

 

     (４ ) 添 付 書 類 は 、 許 可 台 帳 に 付 け る 。   

      注  ２ の 注 １ 、 ２ に 同 じ 。  

 10 (１ ) 変 更 届（ 府 令 別 記 様 式 第 11号 ）の 記 載 事 項 を 確 認 し て 受 理 す る 。

（ 注 ）  

 

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 消

費 許 可 書 記 載 事 項

変 更 届 書 の 取 扱 い  (２ ) 許 可 書 及 び 許 可 台 帳 の 該 当 欄 を 訂 正 し 、 許 可 書 の 訂 正 箇 所 に は

公 安 委 員 会 印 第 ４ 号 を 押 し て 交 付 す る 。  

 

   （ 府 令 第 11条 第 ２

項 ）  

(３ ) 変 更 届 ２ 通 の う ち １ 通 は 、 余 白 に 処 理 要 領 を 朱 書 し て 月 ご と に

取 り ま と め 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 進 達 し 、 １ 通 は 許 可 台 帳 に 添

付 し て 保 存 す る 。  

 

      注  許 可 書 の 記 載 事 項 中 、 火 薬 類 の 種 類 、 数 量 、 消 費 の 目 的 、 場

所 、 期 日 （ 期 間 ） 及 び 危 険 予 防 の 方 法 の 変 更 は で き な い の で 、

新 た に 許 可 申 請 を さ せ る 。  

 11 許 可 に 疑 義 が あ る

場 合 の 上 申  

(１ ) 猟 銃 用 火 薬 類 等 の 譲 渡 、 譲 受 け 、 輸 入 お よ び 消 費 の 許 可 に あ た

り 疑 義 を 認 め る と き ま た は 不 許 可 に す べ き 理 由 が あ る と 認 め る と

き は 、猟 銃 用 火 薬 類 等 譲 渡（ 譲 受 ）（ 輸 入 ）（ 消 費 ）許 可 伺 書（ 別

記 様 式 第 １ 号 ） に 当 該 申 請 書 を 添 え て 本 部 長 に 上 申 す る 。  

 

     (２ ) 本 部 長 は 、 上 申 に 対 す る 公 安 委 員 会 の 決 定 が あ つ た と き は 許 可

伺 い に 対 す る 指 令 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 上 申 署 長 に 対 し て

指 示 す る 。  

 

     こ の 場 合 に お い て 、 不 許 可 の 指 示 を す る と き は 、 不 許 可 通 知 書

（ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） を あ わ せ て 送 付 す る 。  

    (３ ) 不 許 可 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、 す み や か に 申 請 人 に 交 付

す る 。  

 

 12 手 数 料 の 取 扱 い   

   （ 法 第 49条 ）  

(１ ) 手 数 料 は 、使 用 料 及 び 手 数 料 規 則（ 昭 和 31年 千 葉 県 規 則 第 29号 ）

の 規 定 に よ り 徴 収 す る 。 （ 注 ）   

     (２ ) 手 数 料 は 、 千 葉 県 収 入 証 紙 を 当 該 許 可 申 請 書 に ち よ う 付 し て 納

入 さ せ 、 受 納 後 は 確 実 に 消 印 す る 。  

 

     (３ ) 手 数 料 の 徴 収 状 況 は 、 猟 銃 用 火 薬 類 等 許 可 手 数 料 徴 収 簿 （ 別 記

様 式 第 ４ 号 ） （ 以 下 「 手 数 料 徴 収 簿 」 と い う 。 ） に よ り 明 ら か に

し て お く 。  

 

     (４ ) 手 数 料 徴 収 簿 の 写 は 、 月 報 と し て 翌 月 ５ 日 ま で に 本 部 長 に 報 告

す る 。  

 

      注  徴 収 金 額 は 、 令 第 11条 の 規 定 に よ る 。  

 13 (１ ) 警 察 署 に 許 可 台 帳 を 備 え 付 け る 。   

   

猟 銃 用 火 薬 類 等 許

可 台 帳   

   （ 府 令 第 14条 ）  

(２ ) 許 可 台 帳 は 、 申 請 の 受 理 順 に 関 係 書 類 （ 注 ） と と も に 暦 年 ご と

に 索 引 を 付 け て 編 集 す る 。   

      注  当 該 許 可 に 係 る 再 交 付 （ 書 換 ） 申 請 書 、 届 書 及 び 返 納 さ れ た

許 可 証 等  

 14 猟 銃 用 火 薬 類 等 譲

渡 （ 受 ） 許 可 証 受

払 簿  

許 可 証 （ 譲 受 許 可 証 に つ い て は 、 非 併 綴 許 可 証 に 限 る 。 ） の 受 払 状

況 は 、 そ の つ ど 猟 銃 用 火 薬 類 等 譲 渡 （ 受 ） 許 可 証 受 払 簿 （ 別 記 様 式 第

５ 号 ） に 記 載 す る 。  



 15 緊 急 措 置 （ 注 １ ）  (１ ) 猟 銃 用 火 薬 類 等 の 消 費 に 関 し 緊 急 措 置 を と る 必 要 の あ る 場 合 と

は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 を い う 。  

 

     ア  現 に 消 費 し 、 ま た は 消 費 し よ う と し て い る 猟 銃 用 火 薬 類 等 が 犯

罪 そ の 他 に 悪 用 さ れ る こ と が 判 明 し た 場 合  

     イ  現 に 消 費 し 、 ま た は 消 費 し よ う と し て い る 猟 銃 用 火 薬 類 等 の 消

費 地 等 に 災 害 、 暴 動 等 の 事 態 が 発 生 し 、 ま た は 発 生 の お そ れ が あ

つ て 、 地 方 の 静 穏 を 害 す る お そ れ が あ り 、 猟 銃 用 火 薬 類 等 を 消 費

す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 場 合  

     ウ  そ の 他 災 害 の 発 生 の 防 止 ま た は 公 共 の 安 全 の 維 持 の た め 、 特 に

必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合  

     (２ ) 本 部 主 務 課 長 ま た は 署 長 は 、 猟 銃 用 火 薬 類 等 の 消 費 が 前 項 各 号

の 一 に 該 当 す る と 認 め る 場 合 に は 、 そ の 理 由 を す み や か に 本 部 長

に 報 告 す る 。 （ 注 ２ ）  

 

     (３ ) 本 部 長 は 、 前 項 の 報 告 に 基 づ き 必 要 な 措 置 を と つ た と き は 、 公

安 委 員 会 に 報 告 す る 。  

 

     (４ ) 緊 急 措 置 は 、 猟 銃 用 火 薬 類 等 消 費 禁 止 （ 制 限 ） 通 知 書 （ 別 記 様

式 第 ６ 号 ） を 交 付 し て 行 な う 。  

 

     (５ ) （ １ ） イ ま た は ウ に 該 当 す る 場 合 は 、 前 項 の 手 続 き の ほ か 当 該

猟 銃 用 火 薬 類 等 消 費 禁 止 （ 制 限 ） 区 域 、 期 間 お よ び 理 由 等 を 千 葉

県 報 に 登 載 し て 公 示 す る 。 （ 注 ３ ）  

 

     注 １  火 薬 類 の 運 搬 に 関 す る 場 合 を 除 く 。  

     注 ２  急 速 を 要 す る 場 合 は 、 必 要 な 措 置 を と つ た の ち す み や か に

報 告 す る 。  

     注 ３  急 速 を 要 す る 場 合 は 、 じ 後 す み や か に 行 な う 。  

 16 猟 銃 用 火 薬 類 無 許

可 譲 受 票 の 取 扱 い  

(１ ) 猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 の 交 付 を 受 け て い る 者 か ら 、 猟 銃 用 火

薬 類 無 許 可 譲 受 票 の 交 付 の 申 請 が あ つ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す

る 。  

 

     ア  申 請 者 か ら 猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 を 提 示 さ せ 、 二 重 に 交 付 す

る こ と の な い よ う 関 係 猟 友 会 支 部 へ 電 話 照 会 す る な ど し て 確 認 す

る 。  

     イ  二 重 交 付 に な ら な い こ と が 確 認 さ れ た と き は 、 当 該 猟 銃 ・ 空 気

銃 所 持 許 可 証 に 併 綴 さ れ て い る 猟 銃 用 火 薬 類 無 許 可 譲 受 票 （ 以 下

「 併 綴 譲 受 票 」 と い う 。 ） に 所 定 事 項 （ 注 １ ） を 記 載 し 、 警 察 署

長 印 を 押 し て 交 付 す る 。 （ 注 ２ ）  

     ウ  交 付 す る 前 に 猟 銃 用 火 薬 類 無 許 可 譲 受 票 交 付 台 帳 （ 別 記 様 式 第

７ 号 。 以 下 「 交 付 台 帳 」 と い う 。 ） に 所 定 事 項 を 記 載 し て お く 。

     (２ ) 併 綴 譲 受 票 を 交 付 し た 後 、 狩 猟 期 間 又 は 鳥 獣 捕 獲 許 可 の 有 効 期

間 が 経 過 し た と き は 、 当 該 併 綴 譲 受 票 を 提 示 さ せ 「 失 効 」 と 朱 書

し （ 以 下 「 抹 消 」 と い う 。 ） 、 交 付 台 帳 に そ の 旨 記 載 す る 。  

 

     (３ ) 併 綴 譲 受 票 の 抹 消 の 際 、 残 火 薬 類 の 措 置 に 関 す る 書 面 （ 別 記 様

式 第 ８ 号 ） に 残 火 薬 類 の 有 無 、 希 望 す る 措 置 方 法 等 を 記 載 さ せ 、

残 火 薬 類 の 措 置 の 促 進 に 資 す る 。  

 

     注 １  「 狩 猟 登 録 番 号 」 は 、 第 二 種 狩 猟 者 登 録 証 を 提 示 さ せ て 記

載 す る 。 有 害 鳥 獣 駆 除 の 場 合 は 、 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 又 は 従 事 者

証 を 提 示 さ せ 、 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 の 番 号 を 記 載 す る 。  

     「 取 扱 番 号 」 は 、 所 属 記 号 を 冠 し た そ の 署 の 一 連 番 号 を 記

載 す る 。  

    注 ２  交 付 の 際 に 、 併 綴 譲 受 票 の 抹 消 並 び に 残 火 薬 類 を 生 じ さ せ

な い た め の 計 画 的 な 購 入 等 に つ い て 指 導 し て お く 。  



 

以 下 別 記 様 式 省 略  


